
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　繰入金　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

H24 H25

 概算事業費（B（A）+C） 44,757 44,126 45,413 45,396 0

成果目標の達成状況

予

算

額

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 22年度 23年度

当初予算 目標 成果 達成状況

100% 100% 達成

前年度繰越 0

項目

現況

（見込）

Ｈ２４
H25

目標

補正予算

Aの

財源

概　算

人件費

・母子自立支援員：当年度の相談ケースは、特別な事情を除いては、当該年度中に１００％解決する。

・女性相談員：ＤＶ被害者等の相談等に的確に応じる。

事業番号 04 10 05 事業改善シート （24年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検

事　業　名 家庭福祉相談事業家庭福祉相談事業家庭福祉相談事業家庭福祉相談事業
担

当

課

部局 健康福祉部

課・室 こども・家庭課

総合５か

年計画

プロジェクト  E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

６－２ いきいきと安心して暮らせる社会づくり

４　社会的援護の促進 実施期間 S39

県が関与

する理由

□法令等義務 □内部管理 □県でなければ実施不可　【左記の説明、根拠法令等】

■民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 母子自立支援員及び女性相談員は、県・市が委嘱

（母子及び寡婦福祉法、売春防止法）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

目指す姿 ・ひとり親家庭及び寡婦への相談指導等の支援を行うことにより、その自立を促進する。

・ＤＶ被害者等の女性への助言、支援を行うことにより、その自立を促進する。

現状 ・家族形態の多様化により相談内容が複雑、困難化している。

・女性相談員設置市は19市中8市にとどまっている。

～

（当初）

母子自立支援員・女性相談員の配置 直接 保健福祉事務所及び女性相談センターに配置（14人） 28,071 27,165 28,054

項目 実施方法 H24事業実績

（当初） (決算)

合計 28,071 27,165 28,054

成果目標・

事業内容

（単位：千円）　

27,989 28,142 28,071 28,054

24年度 25年度25年度25年度25年度 2222

6666

100%

合計（A) 27,989

母子自立支援員相談解決率 95%

5,381 5,381 5,371 5,338

28,142 28,071 28,054 0

2.10

27,291

142 142 142 117

0

22,466 22,619 22,558 22,599 0

2.10 2.102.10

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　□ 事業を実施しない　　　　　□ 事業を見直して実施　　　　　■ 事業を現行どおり実施

　引き続き、特別な事情を除いた相談については、年度中に解決していく。

　配偶者からの暴力に関するもの、貸付金の償還及び就労支援に関するものなど、複雑なものや継続的な支援が必要なものについては、適切

な解決を行っていく。

目標に対

する成果

の状況

・母子自立支援員：　特別な事情（配偶者からの暴力に関するもの、貸付金の償還に関するもの及び就労に関するものなど、複雑なものや継続

的な支援が必要なもの）を除き目標を達成できた。（H24相談解決件数8,409件）

・女性相談員：女性からの様々な相談に応じ、相談者への支援を行った。（H24相談件数6,317件）

17,466 17,342 17,342 17,342 0

26,784 27,165


